


 
 

随意契約理由書 
 
 

件  名 旧市民病院別館二酸化炭素消化設備蓄電池設備取替修繕 
予 定 業 者 岡山市南区新保 666 番 7 

株式会社 日建 
代表取締役社長 佐藤 雅一 

随意契約の

理 由 

本修繕は、旧市民病院別館に設置している消防設備のうち地下 1 階に

ある、二酸化炭素消化設備蓄電池の取替を行うものである。本電池には

取替推奨時期が近付いておりこのまま取り替えず、使用できなくなった

場合停電時に二酸化炭素消化設備が起動しなくなる恐れがあり、停電時

の火災などに対応できない。 
また、本建物では岡山市の初期救急医療である休日夜間急患診療所が

365 日稼働しており、市民が利用するうえで消防設備の安全確保は常に

必須であり、修繕するにあたっては本建物の運営に支障がないように調

整する必要がある。 
このような状況の中、本建物の運営に支障がないように調整しつつ修

繕作業ができるのは、本建物の当該消防設備の保守点検業者として建物

に常駐し建物設備に精通している上記予定業者しかいない。 
以上のことから、その性質又は目的が競争入札に適しないため、地方

自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号に基づき随意契約とし、岡山市契

約規則第 24 条第 2 項第 3 号の規定により単独見積とするものである。 
契約保証金

及び保証人

免 除 理 由 

過去の実績から見て信頼性が高く契約不履行の恐れもないため契約保

証金を免除する。 
（岡山市契約規則第 32 条第 1 項第 3 号） 

 


